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測量等有資格業者に係る資格審査基準および総合点数の算定要領

（趣旨）

第１条 秋田市測量等入札制度実施要綱（以下「実施要綱」という。）第５条

および第６条第２項の規定に基づき資格審査および総合点数の算定に関し必

要な事項を定めるものとする。

（資格審査）

第２条 実施要綱第５条の資格審査は、別表１に定める要件により行うものと

する。ただし、実施要綱第２条第７号については、第１号から第６号に該当

しない者のうち、測量、設計およびこれらに準ずる業務の入札に係る業種と

認められる者とする。

（総合点数）

第３条 実施要綱第６条第２項の総合点数は、次の各号に定めるところにより

算定するものとする。

(1) 実施要綱第６条第２項第１号に掲げる項目（以下「業種別年間平均実績

高」という。）の点数は、業種別年間平均実績高の金額に応じ、別表２の

点数の欄に掲げる点数とする。

(2) 実施要綱第６条第２項第２号に掲げる項目（以下「自己資本額」とい

う。）の点数は、自己資本額を年間平均実績高で除し、100を乗じて得た

数値（別表３において「自己資本額数値」という。）に応じ、別表３の点

数の欄に掲げる点数とする。

(3) 実施要綱第６条第２項第３号に掲げる項目の点数は、別表４の有資格者

の欄の左欄に掲げる者の数に５を、同表の有資格者の欄の右欄に掲げる者

の数に２をそれぞれ乗じて得た数値を合計した数値（別表５において「合

計数値」という。）に応じ、別表５の点数の欄に掲げる点数とする。

(4) 実施要綱第６条第２項第４号に掲げる項目（以下、「営業年数」とい

う。）の点数は、営業年数に応じ、別表６の点数の欄に掲げる点数とする。

(5) 総合点数は、次の算式によって計算した値とする。

算式

Ａ×３＋Ｂ＋Ｃ×５＋Ｄ

この式においてＡ、Ｂ、ＣおよびＤは、それぞれ次の値を

表すものとする。

Ａ 第１号の規定による点数

Ｂ 第２号の規定による点数

Ｃ 第３号の規定による点数

Ｄ 第４号の規定による点数
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附 則

この要領は、平成９年４月１日から施行し、平成９年５月１日以降に行う指

名業者の選定等に関する事務処理について適用する。

附 則

この要領は、平成16年12月13日から施行し、平成17年４月１日以降に行う業

者の選定等に関する事務処理について適用する。

附 則

この要領は、平成17年12月16日から施行し、平成18年４月１日以降に行う業

者の選定等に関する事務処理について適用する。

附 則

この要領は、平成21年12月９日から施行し、平成22年４月１日以降に行う業

者の選定等に関する事務処理について適用する。

附 則

この要領は、平成24年12月３日から施行し、平成25年４月１日以降に行う業

者の選定等に関する事務処理について適用する。

附 則

この要領は、令和３年１月１日から施行し、同年４月１日以降に行う業者の

選定等に関する事務処理について適用する。

附 則

この要領は、令和７年４月１日から施行し、同日以降に行う業者の選定等に

関する事務処理について適用する。
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別表１（第２条関係）

業 種 業務内容 資 格 審 査 要 件

測量業務 基本測量 １ 測量法（昭和24年法律第188号）第55条の

公共測量 規定による登録を受けていること

基本測量及び公共測量 ２ 公共測量を希望する者にあっては、測量士

以外の測量 又は測量士補を３名以上（うち測量士２名以

その他の測量 上）を有していること

建築関係建設 建築一般 １ 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条

コンサルタン 構造 の規定による登録を受けていること

ト業務 耐震診断 ２ 構造を希望する者にあっては、過去10年以

耐力度測定 内に公共建築物に関する構造設計を行った実

績を有すること

３ 耐震診断を希望する者にあっては、１級建

築士のうち一般社団法人文教施設協会又は一

般財団法人日本建築防災協会が行う耐震診断

の講習会受講者である有資格者を有している

こと

４ 教育施設等の耐力度測定を希望する者にあ

っては、１級建築士のうち一般社団法人文教

施設協会が行う耐力度測定の講習会受講者で

ある有資格者を有していること

土木関係建設 河川･砂防及び海岸･海洋 建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省

コンサルタン 港湾及び空港 告示第717号）第２条の規定により、部門の登

ト業務 電力土木 録を受けていること

道路

鉄道

上水道及び工業用水道

下水道

農業土木

森林土木

水産土木

廃棄物

造園

都市計画及び地方計画

地質

土質及び基礎

鋼構造及びコンクリート

トンネル
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施工計画･施工設備及び積算

建設環境

機械

電気電子

計量証明事業者 計量法（平成４年法律第51号）第107条の規定

による登録を受けていること

地質調査業務 地質業者登録規程（昭和52年建設省告示第718

号）第２条の規定による登録を受けていること

補償関係 土地調査 １ 補償コンサルタント登録規程（昭和59年建

コンサルタン 土地評価 設省告示第1341号）第２条の規定により、部

ト業務 物件 門の登録を受けていること

機械工作物 ２ 登録部門において、一般社団法人日本補償

営業補償・特殊補償 コンサルタント協会の付与する補償業務管理

事業損失 士を１名以上有していること

補償関連

総合補償

不動産鑑定業者 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律

第152号）第22条の規定による登録を受けてい

ること

土地家屋調査士 土地家屋調査士法（昭和25年法律第228号）第

８条の規定による登録を受けていること

司法書士 司法書士法（昭和25年法律第197号）第８条の

規定による登録を受けていること

下水道管等 １ 必要機材（高圧洗浄車・汚泥吸引車）を所

清掃業務 有していること

２ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第

76条に規定されている技能講習を修了した酸

素欠乏・硫化水素危険作業主任者を有してい

ること

３ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

45年法律第137号）第14条の規定による産業

廃棄物収集運搬業許可を秋田市および処分地

の所在地において受けていること
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別表２（第３条関係）

年間平均実績高 点数

２億円以上 ３０

１億円以上 ２億円未満 ２５

５千万円以上 １億円未満 ２０

１千万円以上 ５千万円未満 １５

１千万円未満 １０

別表３（第３条関係）

自己資本額数値 点数

１０以上 ３０

５以上 １０未満 ２５

５未満 ２０

別表４（第３条関係）

業種区分 有 資 格 者

測量 測量法（昭和24年法律第188号） 測量法による測量士補の登録を受

による測量士の登録を受けている けている者（測量士の登録を受け

者 ているものを除く。）

別表５（第３条関係）

合計数値 点数

１１０～ ３０

６５～１０９ ２５

４０～６４ ２０

１５～３９ １５

～１４ １０

別表６（第３条関係）

営業年数 点数

３５年以上 ３０

２５年以上 ３５年未満 ２５

１５年以上 ２５年未満 ２０

５年以上 １５年未満 １５

５年未満 １０


